
 

仕様書  

 

１ 業務名 

  札幌市内宿泊施設求人情報発信補助金申請受付等業務 

 

２ 業務の目的 

  大学、専修学校等の卒業予定者、ＵＩＪターン希望者、その他の求職者に

向け、広告媒体（新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ等）を活

用し人材確保を目指す市内宿泊施設に対し支援するため、札幌市内宿泊施設 

求人情報発信補助金（以下「補助金」という。）を支給することを目的とする。 

 

３ 補助金制度概要 

  別紙１の「札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 補助金交付要綱案」

のとおり。 

 

４ 業務実施期間 

  契約締結の日から令和５年 10 月 13 日（金）まで 

 

５ 業務の内容 

 ⑴ 事務局の設置 

   受託者は、補助金支給業務を行うため、事務局を設置し、以下の⑵から 

⑻の業務を行う。 

  ア 設置期間 

    契約締結日から令和５年 10 月 13 日（金）まで 

 

 ⑵ コールセンター業務 

  ア 開設期間 

    令和５年５月８日（月）（予定）から令和５年９月 29 日（金） 

    ※開設の始期は、上記を予定として受託者との協議により決定する。 

  イ 業務時間 

    平日 9 時 00 分から 17 時 00 分まで 

  ウ 対応内容 

    電話による申請者からの問い合わせに対応する。対応する内容として

想定しているものは、下記のとおり。 

   (ｱ) 札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業の内容 

   (ｲ) 申請書の記入方法、添付書類について 

   (ｳ) 申請後の事務処理状況 

   (ｴ) 申請書等の提出依頼 

   (ｵ) 意見、苦情等対応 など 

 

 



 ⑶ 申請書等の受付及び審査 

   申請者から送付された申請書等を受け付け、申請書の記載内容及び必要

書類の確認を行い、申請要件に適合するか審査を行う。なお、申請件数は

100 件程度を想定しているが、それ以上の申請があった場合でも対応する

こと。 

  ア 申請受付期間 

    令和５年５月８日（月）（予定）から令和５年６月 30 日（金）まで 

    ※開設の始期は、上記を予定として受託者との協議により決定する。 

 

 ⑷ 申請書等の補正 

   申請書等の記載内容及び必要書類の不備があった場合は、申請者に対し、

当該不備の補正を行うよう連絡をするとともに、不備のあった申請書等の

再提出を求めるため、書類不備通知書、不備のあった申請書等を送付する。

なお、郵送する場合に係る経費は受託者の負担とする。 

 

 ⑸ 決定通知書の送付 

   申請要件に適合した申請者に対し、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補

助金交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）を申請書等の受付から

概ね７日以内に送付する。 

 

 ⑹ 確定通知書の送付 

   事業が完了した申請者から報告書を受け付け、30 日以内に申請者に対し

確定通知書を送付する。 

 

 ⑺ 補助金振込データの作成 

   補助金は委託者所有のシステムを利用して、委託者が振り込みを行う。

委託者が提供するシステム入力用 CSV ファイルに、申請者名、振込金額等

を記載し、提出すること。 

 

 ⑻ 補助金の振込内容等の取りまとめ 

   申請者について、振込日時、申請者名、振込金額等を委託者が提供する

Microsoft Excel ファイルに記載し、取りまとめを行う。 

   なお、申請状況や振込状況を確認するため、取りまとめ結果は、週２回、

委託者へ報告する。 

 

 ⑼ その他事業の実施に必要な業務 

 

６ 業務スケジュール（予定） 

  ５月８日（月） ：コールセンター業務の開始 

          ：申請書等の受付開始 

  ６月 30 日（金） ：申請の受付終了 



  ９月 29 日（金） ：コールセンター業務の終了 

          ：補助金の振込終了 

  10 月 13 日（金） ：業務終了 

 

７ 業務報告等 

  業務報告書により、業務終了後速やかに、業務の実施結果を報告する。 

 

８ 個人情報の管理 

  業務に際し、個人情報を取り扱う場合においては、別紙２「個人情報の取

扱いに関する特記事項」に基づき、適切な措置を講じること。  
 
９ 留意事項  

 ⑴ 本業務による成果物等の著作権（著作権法（昭和  45 年法律第  48 号）

第  27 条及び第  28 条に規定する権利を含む。）は、委託者に帰属するも

のとする。  
 ⑵ 受託者は、成果物等に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定

する第三者に対して行使しないものとする。   
 ⑶ 受託者は、本業務による成果物等について、第三者の著作権、著作者人

格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するもの

でないことを保証する。成果物等に使用する写真、イラスト、その他の資

料等について、第三者が権利を有する著作物である場合には、著作権その

他知的財産権に関して必要な手続き及び使用料等の負担は受託者の責任

において行うこと。  
 ⑷ 成果物等の公開に伴い、第三者からの権利侵害の訴えその他の紛争が生

じたときは、受託者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものと

し、このことにより委託者に損害を与えたときはその損害を賠償するもの

とする。  
 ⑸ 受託者は、本業務の遂行に当たって収集し、知り得た企業、個人の情報

等の一切の事項について、本業務の履行期間及び履行後においても、外部

に漏えいがないようにするとともに、目的外に使用しないこと。  
 ⑹ 本業務履行にあたり、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境

負荷低減に努めること。  
 ⑺ 本業務の履行に当たり疑義を生じた場合は、委託者及び受託者の協議の



うえ決定する。  
 
10 問合せ先 

  担 当 札幌市経済観光局観光・MICE 推進課 内田・西成 

  住 所 〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目札幌市役所本庁舎 15 階 

  電 話 011-211-2376 

  ＦＡＸ 011-218-5129 

  メール kanko@city.sapporo.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 補助金交付要綱（案） 

令和 年 月 日  

観光・ＭＩＣＥ担当局長決裁   

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大学、専修学校等の卒業予定者、ＵＩＪターン希望者、

その他の求職者に向け、広告媒体を活用し人材確保を目指す市内宿泊施設に

対し支援するため、予算の範囲内において、札幌市内宿泊施設 求人情報発信

補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。 

２ 札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、札幌市補助金等の事務取扱に関する規程（昭和 36 年訓令第 24

号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において広告媒体とは、就職情報の提供、企業の人材確保等を

目的として掲載することが可能な新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、

チラシ等であり、有料にて掲載を行うものをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 給付対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の規定により旅館業

（下宿を除く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項から第３項の

規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を市内で営む者 

 ⑵ 今後も継続して、市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、補

助金の給付対象者となることができない。 

⑴ 札幌市税を滞納している者 

⑵ 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号。以下本項において「法」という。）第２条第１項第６号の暴力団員をい

う。以下同じ。）である者 

⑶ 暴力団（法第２条第１項第２号の暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が経営に実質的に関与していると認められる者 

⑷ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

別紙１  



者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認

められる者 

⑸ 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力

団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認め

られる者 

⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる者 

⑺ 公共施設（指定管理者施設を含む） 

⑻ 宗教法人が管理又は運営するもの 

⑼ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 

122 号）第２条第６項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施

設及びこれに類するもの 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補

助対象者が行う、第２条の規定による広告媒体を活用して人材確保を目指す

事業で、補助金交付決定を受けてから令和５年７月 14 日（金）までの間で、

広告媒体への掲載を行うものとする。なお、既に実施済み又は実施中の事業

については交付申請することはできない。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象事業に係る掲載料とする。ただし、補助対象経費からは、消費税及び

地方消費税相当額を除く。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、掲載料に２分の１を乗じて得た額とし、15 万円を限度

とする。 

 

（交付申請及び決定） 

第７条 補助金交付の申請をする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び

次に定める添付書類を提出しなければならない。なお、交付申請の額に 1,000



円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 ⑴ 営業許可証（写） 

 ⑵ 市税の納税証明書（指名願（直近のもの、札幌市内に事務所または事業

所がある法人又は事業者に限る）） 

 ⑶ 事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類（補助対象経費に係る

見積書等） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請を受けた場合においては、当該申請に係る事項等の審

査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、これを適正と認めたときは、

補助金交付決定通知書（様式第２号）により交付決定を通知し、不適正と認

めたときは補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知する。 

３ 補助金の申請期間は次の各号に定める期間とする。なお、補助金の交付決

定額が予算額に達した時点で、それ以降の申請受付は行わないこととする。 

 ⑴ 申請期間 

   令和５年５月８日（月）から令和５年６月 30 日（金）まで 

 

（交付条件） 

第８条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 令和５年８月 15 日（火）までに事業を完了すること。ただし、天災等、

真にやむを得ない事情により当該事業が期日までに完了しないことにつ

いて、市長が特に認めるときはこの限りでない。なお、事業完了とは広告

媒体への掲載、採用活動及び掲載料の支払いが完了した状態をいう（ただ

し、広告媒体への掲載については、第４条のとおり令和５年７月 14 日（金）

までに完了すること。）。 

 ⑵ 補助対象事業が、他の補助制度の交付対象となっていないこと。 

 ⑶ この要綱の規定に従うこと。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第９条 補助金交付の申請をした者は、補助対象事業の内容変更又は中止しよ

うとする場合、すみやかに承認申請書（様式第４号）により市長に届け出な

ければならない。なお、内容変更（補助対象経費に変更を伴わない軽微な変

更を除く）の場合は、併せて変更点がわかる資料も添付すること。 

２ 計画変更等に伴い費用が増減した場合の補助金交付決定額の変更につい



ては、原則として減額のみとし、増額変更は認めない。 

３ 市長は前項の規定により補助対象事業の内容変更又は中止の届け出があ

った場合は、その内容を審査し、これを承認したときは、承認通知書（様式

第５号）により通知する。 

 

（交付取消） 

第 10 条 市長は、第７条第２項に規定される補助金交付決定通知書により交付

決定を通知した後に、次の各号のいずれかに該当する事実が判明した場合は、

補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により補助金交付の取消を申請者

に通知する。 

 ⑴ 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

 ⑶ 実施内容が補助金交付要件を満たさないと認めたとき。 

 ⑷ 関係法令及びこの要綱に違反したとき。 

 ⑸ その他市長が不適切と認める事由が生じたとき。 

 

（実績報告等） 

第 11 条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して 30 日を経過

した日（土日又は祝日法による休日に当たる場合はその翌営業日）又は令和

５年８月 31 日（木）のいずれか早い期日までに、実績報告書（様式第７号）

及び次に定める添付書類を市長に提出しなければならない。ただし、天災等、

真にやむを得ない事情により当該事業の実績報告が提出できないことにつ

いて、市長が特に認めるときはこの限りでない。 

 ⑴ 領収書の写し（宛名に申請者の法人名が記載され、補助対象経費と金額

が一致しており、経費の内訳がわかるもの。内訳がわからない場合は領収

書に加えて内訳がわかる請求書等の写しも提出すること。）  
 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 市長は、前条に定める実績報告書類の提出を受けた場合は、その内

容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対

象者に補助金額確定通知書（様式第８号）により通知する。なお、補助金の

額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 



２ 市長は、前項の審査において補助金交付要件に適合しないと認めたときは、

交付決定者に対して是正措置を求めることができる。 

３ 交付決定者は、第１項の補助金額確定通知書の受領後、速やかに銀行口座

振込同意書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

４ 補助金の交付は精算払いとし、市長は、前項の規定による銀行口座振込同

意書の提出後、速やかに補助金を交付する。 

 

（補助金の返還） 

第 13 条 市長は、第 10 条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に

おいて、すでに補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の全部又

は一部を返還させなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により交付した補助金の返還を求める場合は、補助金

返還通知書（様式第 10 号）によって通知する。 

 

（書類の保管） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付申請に係る提出書類の写し

及び各種通知書類を、補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保

管しなければならない。 

 

（雑則） 

第 15 条 本要綱に定めのないものについては別途観光・MICE 担当局長が決定

する。 

 

  附 則 

  この要綱は令和 年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 
令和  年  月  日   

 
  札幌市長 
     申請者 住 所 
       商号又は名称 
       代表者の氏名          
 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 
補助金交付申請書 

 
札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業について、補助金の交付を受けた

いので、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金交付要綱第７条第１
項の規定により、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 
 
１ 補助対象施設等 

補助対象施設 

〒  ： 

住 所： 

施 設 名 称： 

担 当 者 

担 当 者 名： 

電 話 番 号： 

e - m a i l： 
 

２ 補助対象経費等 

補助対象経費（税抜き金額） 
ア

       円※ 

求人情報を掲載する広告媒体（新聞
広告、就職情報サイト、求人情報
誌、チラシ等）の名称 

 

求人情報の掲載期間   年 月 日～  年 月 日 
採用予定数   人 

※金額に疑義がある場合、問い合わせさせていただくことがあります。できるだけ正確な金額を記載くださ

い。 

 
３ 補助申請額 

補助申請額 
        円 
（アに 1/2 を掛け、千円未満を切り捨てた額と上限額 15 万円を比較し低い額） 

 

４ 宣誓（確認の上、□にチェックを入れてください。） 
補助申請者及び補助対象施設は、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業
補助金交付要綱第３条第２項に掲げるいずれにも該当しない。 
  □上記について、宣誓します。 
 

≪添付書類≫ 

 営業許可証（写） 

 市税の納税証明書（指名願） 

 事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類（補助対象経費に係る見積書等） 
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様式第２号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

          様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付で交付申請のあった札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助

事業補助金交付申請については、次のとおり決定しましたので、札幌市内宿泊施設 求

人情報発信補助事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

１ 補助対象施設名 

 

 

 ２ 交付決定額 

補助申請額 交付決定額 

      円       円 

 

３ その他 

  補助金は事業終了後、確定された金額の請求に基づき交付する。 

  



12 

様式第３号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

          様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金不交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付で交付申請のあった札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助

事業補助金交付申請について、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金交付要

綱第７条第２項の規定により、交付しないことに決定しましたので通知します。 

 

１ 不 交 付 の 理 由 
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  様式第４号 

令和  年  月  日   

  札幌市長 

 

申請者 住 所 

       商号又は名称 

       代表者の氏名          

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助対象事業（変更・中止）承認申請書 

 

  令和  年 月 日付札観第  号により交付決定のあった次の事業について、次

のとおり（変更・中止）したいので、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助

金交付要綱第９第 1項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 １ 補助対象施設名 

 

 

 ２ （変更・中止）の理由 

 

 

 ３ （変更・中止）の内容 

 

 

 ４ 変更後交付申請額 ※変更の場合 

 

   金        円 

 

 ５ 添 付 書 類 ※変更の場合 

  ⑴ 変更後の補助対象事業に係る事業計画書 

  ⑵ 変更後の補助対象経費に係る見積書等 

  ⑶ その他、参考となる書類
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様式第５号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

          様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助対象事業（変更・中止）承認通知書 

 

 令和  年  月  日付であった札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業に係る

（変更・中止）承認申請については、次のとおり承認いたしましたので、札幌市内宿泊

施設 求人情報発信補助事業補助金交付要綱第９条第３項の規定により通知します。 

 

１ 補助対象施設名 

 

 

 ２ （変更・中止）の内容 

 

  

 ３ 変更後交付申請額 ※変更の場合 

 

  金          円 

 

 ４ 変更後交付決定額 ※変更の場合 

 

金          円 

 

５ その他 

  補助金は事業終了後、確定された金額を交付する。 
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  様式第６号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

          様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金交付決定取消通知書 

 

 令和  年  月  日付札観第  号で通知した札幌市内宿泊施設 求人情報発信

補助事業補助金交付決定については、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金

交付要綱第 10 条の規定により取り消しましたので通知します。 

 

１ 補助対象施設名 

 

 

 ２ 取り消した事業 

 

 

 ３ 取り消した理由 
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  様式第７号 
令和  年  月  日   

  札幌市長 

報告者 住 所 

       商号又は名称 

       代表者の氏名          

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金事業実績報告書 

 

 札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金交付要綱第 11 条の規定により、関係

書類を添えて報告します。 

 

１ 補助対象施設名 

 

 

２ 補助対象事業の交付決定額及びその精算額 

  交付決定額 金         円 

  精 算 額 金         円 

 

３ 補助対象事業の実施期間 

  事業開始日※1 令和  年  月  日 

  事業完了日※2 令和  年  月  日 

※1 事業開始日とは、広告媒体へ求人情報掲載の申込みをした日などを指す。 

  ※2 事業完了日とは、広告媒体への掲載、採用活動及び掲載料の支払いが全て完了した日を指す。 

 

４ 採用結果 

 総数 内訳（年代・性別） 

応募者数 

 

     人  

 

10 代    人（男性：  人 女性：  人） 

20 代    人（男性：  人 女性：  人） 

30 代    人（男性：  人 女性：  人） 

40 代    人（男性：  人 女性：  人） 

50 代    人（男性：  人 女性：  人） 

60 代以上  人（男性：  人 女性：  人） 

採用者数 

 

     人  

 

10 代    人（男性：  人 女性：  人） 

20 代    人（男性：  人 女性：  人） 

30 代    人（男性：  人 女性：  人） 

40 代    人（男性：  人 女性：  人） 

50 代    人（男性：  人 女性：  人） 

60 代以上  人（男性：  人 女性：  人） 

５ 添付書類 

  ア 領収書の写し（宛名に申請者の法人名が記載され、補助対象経費と金額が一致

しており、経費の内訳がわかるもの。内訳がわからない場合は領収書に加えて内

訳がわかる請求書等の写しも提出すること。） 

  イ その他市長が必要と認める書類  
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  様式第８号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

          様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金額確定通知書 

 

 令和  年  月  日付で実績報告のあった補助対象事業については、次のとおり

補助金の額を確定しましたので、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金交付

要綱第 12 条第１項の規定により通知します。 

 

１ 補助対象施設名 

 

 

 ２ 確定額内訳 

内   訳 交付既決定額 今回確定額 増   減 

補 助 金 円 円 円 

 

 ３ 交付決定額と確定額に差異が生じた理由 
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様式第９号 

 
札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金 

銀行口座振込同意書 
 
 
 私は、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金を下記の銀行口座に振り込むこ

とに同意します。 
 

令和   年   月   日 
 
       住 所 

       商号又は名称 

       代表者の氏名          

 
 

記 
振込先金融機関  

 

本・支店名 ・本店 

・（          ）支店 

預金種目 （ 普通 ・ 当座 ） 

※どちらかに○印をお付け下さい。 

口座番号  

 

口座名義 

（カナ） 

 

（                 ） 

 

≪添付書類≫ 

 上記振込先金融機関の通帳（写し） 

 補助金額確定通知書（写し） 
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  様式第 10 号 

札観第  号   

令和  年（  年）  月  日   

 

           様 

札幌市長   

 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 

補助金返還通知書 

 

  令和 年 月 日付札観第  号で交付した札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助

事業の補助金について、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業補助金交付要綱第

13 条第２項の規定により、次のとおり返還されるよう通知します。 

 

１ 返還金 

        円 

 

２ 返還期限 

令和 年 月 日 

 

３ 返還が必要な理由 
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 
第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護

法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガ

イド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」

等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなけ

ればならない。 
 
 （管理体制の整備） 
第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）

の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 
 
 （管理責任者及び従業者） 
第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記載す

べき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければ

ならない。 
３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なけ

ればならない。 
４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 
５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。 
６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 
 
 （取扱区域の特定） 
第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に書

面により委託者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。 
３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出

してはならない。 
 
 （教育の実施） 
第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業

者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対し

て実施しなければならない。 
２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

別紙２ 
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ればならない。 
 
 （守秘義務） 
第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。 
２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に

漏らさないようにしなければならない。 
３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 
４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提

出させなければならない。 
 
 （再委託） 
第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託（以下

「再委託」という。）してはならない。 
２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得なけ

ればならない。 
３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委託者

に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 
 (1) 再委託先の名称 
 (2) 再委託する理由 
 (3) 再委託して処理する内容 
 (4) 再委託先において取り扱う情報 
 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 
 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 
４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指定様

式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）に必要事項を記

載した書類を添付するものとする。 
５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基

づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 
６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再委託

を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手

続及び方法について具体的に規定しなければならない。 
７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託

者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 
 
 （複写、複製の禁止） 
第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 
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 （派遣労働者等の利用時の措置） 
第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 
２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 
 
 （個人情報の管理） 
第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイド

に定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報

の管理を行わなければならない。 
 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱規程

等を策定すること。 
 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事

案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 
 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 
 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いに

おける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 
 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等

の防止を行うこと。 
 
 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 
第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目的で

利用し、又は第三者へ提供してはならない。 
 
 （受渡し） 
第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した

手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報の

預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 
 
 
 
 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 
第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報について、

委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 
２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は

廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託

者に申請し、その承諾を得なければならない。 
３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 
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４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的

記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければ

ならない。 
５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び

消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 
 
 （定期報告及び緊急時報告） 
第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ち

に報告しなければならない。 
２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 
 
 （監査及び調査） 
第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査

又は調査を行うことができる。 
２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処

理に関して必要な指示をすることができる。 
 
 （事故時の対応） 
第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又はその

おそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、

直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を

書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 
２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 
３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 
 
 （契約解除） 
第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託

等業務の全部又は一部を解除することができる。 
２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 
 
 （損害賠償） 
第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委

託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければな

らない。 


